
障害者活躍推進計画 

 

令和２年４月 

 

【計画策定機関及び任命権者】 

機関名 市長部局 

任命権者 人吉市長 

 

【計画期間】 

 令和２年４月１日～令和７年３月３１日（５年間） 

 

【対象となる障害者】 

「障害者基本法」に定められる全ての障害者 

身体障害、知的障害又は精神障害があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な

制限を受ける者 

区 分 定  義 

身体障害 身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害があるもの（①視覚障害

②聴覚又は平衡機能の障害③音声機能、言語機能又はそしゃく機能の

障害④肢体不自由⑤内部障害） 

知的障害 療育手帳制度による児童相談所又は知的障害者更生相談所において知

的障害であると判定されたもの 

精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律で定められる統合失調症、

精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質そ

の他の精神疾患を有するもの 

 

【市長部局における障害者雇用に関する課題】 

 本市の法定雇用率は、令和元年６月１日の調査時点で、2.60973％であり、国が定める

2.5％の法定雇用率は充足している状況である。この法定雇用率の充足は、常勤職員の採用

後における障害者手帳取得に起因するところが大きく、不足分について障害者手帳を有す

る非常勤職員の任用でカバーしてきたところである。 

 しかしながら、採用後に障害者手帳を取得した常勤職員もすべて５０歳代となっており、

ここ１０年以内には全員が退職してしまう状況であるため、今後はより計画的な障害者雇



用を進めていかなければ法定雇用率の充足さえ困難な状況が想定される。 

 これまで、常勤職員で不足する分の障害者雇用は、非常勤職員の任用に依存してきたと

ころであるが、非常勤職員の障害者雇用の受入れ部署は限定されており、市役所全体で障

害者に対して理解や受入れ体制があるという状況にないのが現実である。 

 まずもって、障害者である職員の活躍のためには、体制整備（施設や受け容れる職員の

理解等）や各種取組が必要である。 

 

人吉市障害者雇用人数（令和２年４月１日現在） 

  

区分 人数 
 

   
重度身体 重度以外 知的 精神 

常勤職員 

（30 時間以上） 
8 4 2 0 2 

短時間勤務 

（20 時間以上 30

時間未満） 

3 0 2 0 1 

【目標】 

①採用に関する目標 法定雇用率 2.6％以上 

【令和元年度 2.60973％】  

（評価方法）毎年の任免状況通報により把握・進捗管理。 

②定着に関する目標 年度途中の不本意な離職者を出さない。 

【令和元年度 ６ヶ月定着率 100％ １年定着率 100％】 

（評価方法） 

前年度の就職後６ヶ月の定着率及び就職後１年の定着率

により把握 

③満足度、ワーク・エンゲー

ジメント（※）に関する目標 

満足度 ８０％以上 

【令和２年２月時点アンケート調査結果：満足度 ７

７％（「満足」「やや満足」と回答した者）】 

（評価方法） 

毎年３月時点でアンケート調査を実施し把握 

④キャリア形成に関する目標 毎年度１項目の新たな業務を開拓する。 

（評価方法） 

毎年度、人事評価結果を元に把握・進捗管理 

※ワーク・エンゲージメントとは・・・仕事への積極的関与の状態。「仕事に誇りや、やり

がいを感じている」（熱意）、「仕事に熱心に取り組んでいる」（没頭）、「仕事から活力を得

ていきいきとしている」（活力）の３つが揃った状態。 



【取組内容】 

１．障害者の活躍を推進する体制整備 

（１）組織面 ○障害者雇用推進者として総務課職員係長を選任する 

○障害者の相談体制の充実 

 職業生活相談員及び雇用推進者の情報を、人事異動等で変

更が生じた際は、速やかに周知する。 

（２）人材面 ○障害者雇用を行っている部署に対し研修を実施。 

○職場の同僚・上司を対象として、対応のノウハウや困難事

例について共有を行う経験交流会を年１回実施する。 

２．障害者の活躍の基本となる職務の選定・創出 

○新規採用又は部署異動その他定期的に面談を行い、障害者と業務の適切なマッチング

ができているかの点検を行い、必要に応じて、球磨公共職業安定所や障害者職業・生活

支援センター等と連携し検討を行う。 

３．障害者の活躍を推進するための環境整備・人事管理 

（１）職務環境 ○障害者の特性に合わせた職場環境の整備や部署配置を行

う。（導線の確保等） 

○障害者の要望を踏まえ、環境整備を検討する。 

○障害者からの要望を踏まえ、作業マニュアルやチェックリ

ストの作成、作業手順の簡素化や見直しを検討する。 

（２）募集・採用 ○球磨公共職業安定所や障害者職業・生活支援センター等と

連携し、選考試験時や採用時の配慮事項等の情報共有を行

う。 

○募集・採用に当たっては、以下の取扱いを行わない。 

・特定の障害を排除し、又は特定の障害に限定する。 

・特定の就労支援機関からのみの受入れを実施する。 

（３）働き方 ○非常勤職員については、週２３時間～週３０時間勤務と働

き方に幅を持たせ、障害の特性等に合わせた働き方を促進す

る。 

（４）キャリア形成 ○人事評価に基づく所属長面談の実施 

○本人の希望等も踏まえつつ、実務研修、向上研修等の教育

訓練を実施する。 

（５）その他の人事管理 ○就労支援機関等と障害特性等についての情報共有を定期

的に行い、適切な支援や配慮を講じる。 

 


